
収容率及び人数上限の緩和を適用する場合の条件について 
 

〇 以下の措置のいずれもがイベント主催者及び施設管理者の双方において「業種別ガイドライン」により担保され、かつ、感染防止の

取組が公表されている場合に、新たな目安（収容率及び人数上限の緩和）を適用することとし、それ以外の場合は、従来の目安を原則

とする。 

 

イベント開催制限の緩和に伴うリスクを軽減するための措置 
 

・ 消毒の徹底（感染リスクの拡散防止） 

・ マスク着用の担保（感染リスクの拡散防止） 

マスクを持参していない者がいた場合は主催者側でマスクを配布し、着用率 100%を担保 

・ 参加者及び出演者の制限（感染リスクの拡散防止） 

有症状者の出演・入場を確実に防止する措置の徹底（検温の実施、有症状の出演者は出演・練習を控えること、主催者が払い戻しの措置等を規定しておく

こと等） 

・ 参加者の把握（感染リスクの拡散防止） 

事前予約時又は入場時に連絡先を確実に把握することや、接触確認アプリ（COCOA）や各地域の通知サービスのダウンロード促進等の具体的措置を講じ

ること（例：アプリの QRコードを入口に掲示すること等） 

・ 大声を出さないことの担保（大声の抑止） 

大声を出す者がいた場合、個別に注意、対応等ができるよう体制を整備（人員を配置する等） 

スポーツイベント等では、ラッパ等の鳴り物を禁止し、個別に注意、対応等ができるよう体制を整備 

・ 密集の回避（イベントの入退場や休憩時間における三密の抑止） 

入退場列や休憩時間の密集を回避する措置（人員の配置、導線の確保等）や十分な換気 

  休憩時間中及びイベント前後の食事等での感染防止 

入場口・トイレ・売店等の密集が回避できない場合はそのキャパシティに応じ、目安の人数上限等を下回る制限の実施 

・ 演者・観客間の接触・飛沫感染リスクの排除 

演者・選手等と観客がイベント前後・休憩時間等に接触しないよう確実な措置を講じるとともに、接触が防止できないおそれがあるイベントについては開

催を見合わせること 

・ イベント前後の行動管理（交通機関、イベント後の打ち上げ等における三密の抑止） 

公共交通機関・飲食店等での密集を回避するために、交通機関・飲食店等の分散利用を注意喚起、可能な限り予約システム等の活用により分散利用を促進 

 

※ イベント等におけるクラスターの発生があった場合、県は、目安及びガイドラインの遵守状況その他の実態を把握するとともに、主催者に感染防止対策の

徹底、イベント等の無観客化、中止又は延期等の協力を求める。 

別紙１ 



感染防止のチェックリスト

別紙２



各種イベントにおける大声での歓声・声援等がないことを前提としうる／想定されるものの例

別紙３



     コンサート・演劇・スポーツイベント等の収容率（目安） 

 

〇 当面 11 月末まで、観客に大声での歓声・声援等がないことを前提としうる場合、感染防止策の徹底等を前提に 100％以内の収容を可能とする。

それ以外の場合、異なるグループ（又は個人）間では座席を１席は空けることとしつつ、同一グループ（５名以内に限る）内では座席等の間隔を

設ける必要はない。すなわち、収容率は 50％を超えることとなる。これらは、「新しい生活様式」に基づく行動、基本的な感染防止策が徹底・継

続され、イベント主催者や出演者が「業種別ガイドライン」等に基づく等に基づく行動（別紙１「収容率及び人数上限の緩和を適用する場合の条

件について」等の整備及び遵守を前提）を行うことが前提。 

〇 大規模なイベント（参加者 1,000 人超）の主催者等は県に事前に相談し、県は感染状況やイベントの態様等に応じて、個別のイベント開催のあ

り方を適切に判断。入退場や共有部、公共交通機関の三密回避が避けられない場合、回避可能な人数に制限。 

〇 大声での歓声・声援等がないことを前提としうる環境で、座席等により参加者の位置が固定される他の施設（映画館等）についても同様の考え

方を適用することとする。 

 

  

【参考１】 



      展示会・お祭り・野外フェス等の収容率（目安） 

 

〇 当面 11 月末まで、入場者に大声での歓声・声援等がないことを前提としうる場合、感染防止策の徹底等を前提に、人と人が接触しない範囲で

収容率を 100％以内とすることを認める。それ以外の場合、当分の間、収容率を 50％以内、又は十分な人と人との間隔を要する。これらは、「新

しい生活様式」に基づく行動、基本的な感染防止策が徹底・継続され、イベント主催者や出演者は、「業種別ガイドライン」等に基づく行動（別

紙１「収容率及び人数上限の緩和を適用する場合の条件について」等の整備及び遵守を前提）を行うことが前提。 

〇 大規模なイベント（参加者 1,000 人超）の主催者等は県に事前に相談し、県は感染状況やイベントの態様等に応じて、個別のイベント開催のあ

り方を適切に判断。入退場や共有部、公共交通機関の三密回避が避けられない場合、回避可能な人数に制限。 

〇 大声での歓声・声援等がないことを前提としうる環境で、参加者が自由に移動できる他の施設（美術館、博物館、動植物園、遊園地等）につい

ても同様の考え方を適用することとする。 

     

【参考２】 



      イベントの人数上限（目安） 

 

〇 イベントにおける感染リスクは、イベント開催中に加え、その前後（入退場時、トイレ、売店、イベント前後の会食・交通機関の利用等）にも

存在。こうした感染リスクは、ある人数（例えば、5,000 人）を境に突然増大するものではなく、参加人数が増えるにつれて連続的に増加するも

のと考えられる。 

〇 具体的には、段階的に人数上限を引き上げることとすることで、感染状況に応じた対応が可能になると考えられる。通常は共有部（入退場時の

通路やトイレ等）のキャパシティが収容人数を踏まえて設計されていると考えられることを踏まえ、基本的な感染防止策の徹底及び「業種別ガイ

ドライン」等に基づく行動（別紙１「収容率及び人数上限の緩和を適用する場合の条件について」等の整備及び遵守を前提）を行うことを前提に、

人数上限は、当面 11 月末まで、収容人数の 50%（収容人数 10,000 人以下のときは、5,000 人）として上限を設定する。 

〇 大規模なイベント（参加者 1,000 人超）の主催者等は県に事前に相談し、県は感染状況やイベントの態様等に応じて、個別のイベント開催のあ

り方を適切に判断。入退場や共有部、公共交通機関の三密回避が避けられない場合、回避可能な人数に制限。 

〇 また、全国的又は広域的な人の移動が見込まれる祭り等や参加者の把握が困難なイベント等については、クラスター対策が困難であることから、

引き続き、中止を含めて慎重に検討するよう促す。 

    

 

【参考３】 


